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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第18期

第３四半期累計期間
第19期

第３四半期累計期間
第18期

会計期間
自  平成23年６月１日
至  平成24年２月29日

自  平成24年６月１日
至  平成25年２月28日

自  平成23年６月１日
至  平成24年５月31日

売上高 (千円) 1,896,812 1,684,820 2,694,581

経常損失（△） (千円) △202,893 △226,057 △146,432

四半期(当期)純損失（△） (千円) △317,934 △271,880 △274,185

持分法を適用した場合の
投資損失（△）

(千円) △493 ― △632

資本金 (千円) 874,251 874,251 874,251

発行済株式総数 (株) 22,215 22,215 22,215

純資産額 (千円) 1,287,198 1,055,976 1,331,816

総資産額 (千円) 1,727,339 1,601,272 1,781,677

１株当たり四半期
(当期)純損失金額（△）

(円) △14,872.05 △12,503.13 △12,769.44

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 73.8 65.3 74.0

　

回次
第18期

第３四半期会計期間
第19期

第３四半期会計期間

会計期間
自  平成23年12月１日
至  平成24年２月29日

自  平成24年12月１日
至  平成25年２月28日

１株当たり四半期純損失金額
（△）

(円) △14,861.94 △4,855.00

(注) １．　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．　第18期第３四半期累計期間、第19期第３四半期累計期間及び第18期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額については、潜在株式は存在しますが、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載して

おりません。
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２ 【事業の内容】

当社の事業系統図は以下のとおりであります。

なお、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期財務諸表　注

記事項（セグメント情報等）　セグメント情報」の「報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照

ください。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の

うち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期累計期間(平成24年６月１日から平成25年２月28日まで）におけるわが国経済は、東日本

大震災の復興需要や平成24年12月の政権交代後の円安・株高の進行により、景気回復への兆しが見えつ

つありますが、新興諸国の経済減速や欧州の債務問題等を背景に、依然として景気の先行きは不透明な状

況が続きました。

このような環境の中、当社の属するオンラインエンターテインメント業界におきましては、特にSNSに

おけるソーシャルゲームの市場規模が急激に拡大しており、2012年度（2012年４月～2013年３月）は

3,870億円、2013年度（2013年４月～2014年３月）には4,256億円に達すると予測されておりますが（矢

野経済研究所統計より一部抜粋）、市場の拡大とともに参入企業も急増しており、競争環境は激化してき

ております。

当社におきましては、既存ソーシャルゲーム「くにつく」を、平成24年11月より株式会社ディー・エヌ

・エーが運営する「Mobage（モバゲー）」に、平成24年12月より株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが

運営する「dゲーム」でサービスを開始し、複数のプラットフォームでの展開を強化しております。また、

主力のソーシャルゲーム「しろつく」につきましても、平成25年2月に大型リニューアルを実施し、新規

ユーザーの獲得強化、既存ユーザーの定着率の向上に努めております。しかしながら、競争環境が激化す

る中、既存ゲームの新規加入ユーザーの減少傾向は続いており、前年同期に比べ売上高は減少する結果と

なりました。

利益面におきましては、当社資産を活かすことで開発費用を抑制し、収益基盤の強化を図っております

が、売上高全体に占めるソーシャルゲームの割合が高まったことによる回収費の増加や本店移転に伴う

費用の増加、新規タイトルに向けた開発費用が先行したこと等により、営業損失を計上する結果となりま

した。

その他、PC向けオンラインゲーム「真・女神転生IMAGINE」における、有効期限の過ぎたゲーム内専用

通貨の消却に伴う前受金消却益31百万円を営業外収益として計上し、本店移転に伴う固定資産除却損26

百万円を特別損失に計上しております。

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高1,684百万円（前年同期比11.2％減）、営業損失

255百万円（前年同期は200百万円の営業損失）、経常損失226百万円（前年同期は202百万円の経常損

失）、四半期純損失271百万円（前年同期は317百万円の四半期純損失）となりました。

なお、第１四半期会計期間より、当社は単一のセグメントに変更しております。
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(2) 財政状態の分析

（総資産）

総資産は、前事業年度末に比べて180百万円減少し1,601百万円となりました。これは、有価証券39百万

円の増加、受取手形及び売掛金141百万円、未収入金52百万円の減少等により、流動資産が147百万円減少

したことと、建物28百万円、工具、器具及び備品12百万円、ソフトウエア15百万円、差入保証金20百万円の

増加、投資有価証券39百万円、敷金65百万円の減少等により、固定資産が32百万円減少したことによるも

のであります。

（負債）

負債は、前事業年度末に比べて95百万円増加し545百万円となりました。これは、長期借入金（１年内返

済予定の長期借入金含む）227百万円の増加、未払金54百万円、前受金47百万円が減少等したことによる

ものであります。

（純資産）

純資産は、前事業年度末に比べて275百万円減少し1,055百万円となりました。これは、新株予約権４百

万円、利益剰余金271百万円が減少したことによるものであります。

　
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　
(4) 研究開発活動

当第３四半期累計期間の研究開発費の総額は174百万円であります。

　なお、当第３四半期累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000

計 60,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成25年２月28日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年４月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 22,215 22,215
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ　　(ス
タンダード）

（注）１、２、３

計 22,215 22,215 ― ―

(注)　１ 発行済株式数は、すべて完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であ

ります。

２ 当社は単元株制度は採用しておりません。

３ 「提出日現在発行数」欄には、平成25年４月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行されたものは含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年２月28日 ― 22,215 ― 874,251 ― 817,890

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成24年11月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

　

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 ― 　 ― ―

議決権制限株式(自己株式等) 　 ― 　 ― ―

議決権制限株式(その他) 　 ― 　 ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

470　 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 21,745　 21,745
完全議決権株式であり、権
利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

単元未満株式 　 ― 　 ― ―

発行済株式総数 　 22,215　 ― ―

総株主の議決権 　 ― 　 21,745 ―

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年２月28日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式）
株式会社ケイブ

東京都目黒区上目黒２丁目１番１号 470 ─ 470 2.11

計 ― 470 ─ 470 2.11

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成24年12月１日から

平成25年２月28日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年６月１日から平成25年２月28日まで)に係る四

半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年５月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 884,856 887,196

受取手形及び売掛金 349,183 207,266

有価証券 － 39,844

仕掛品 － 3,463

原材料及び貯蔵品 846 2,559

前渡金 － 170

前払費用 14,149 12,481

未収入金 282,395 229,408

その他 338 720

貸倒引当金 △55,363 △54,160

流動資産合計 1,476,405 1,328,949

固定資産

有形固定資産

建物 56,184 54,968

減価償却累計額 △32,524 △2,606

建物（純額） 23,659 52,361

工具、器具及び備品 201,445 177,191

減価償却累計額 △181,514 △144,589

工具、器具及び備品（純額） 19,931 32,602

有形固定資産合計 43,590 84,964

無形固定資産

商標権 5,181 4,405

ソフトウエア 25,713 41,004

ソフトウエア仮勘定 26,513 30,772

その他 630 630

無形固定資産合計 58,039 76,813

投資その他の資産

投資有価証券 59,914 20,141

関係会社株式 7,804 －

出資金 836 826

敷金 133,157 67,609

差入保証金 1,930 21,968

投資その他の資産合計 203,642 110,545

固定資産合計 305,272 272,322

資産合計 1,781,677 1,601,272
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年５月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 626 －

1年内返済予定の長期借入金 105,464 171,334

未払金 134,328 79,944

未払費用 91,876 67,463

未払法人税等 6,495 3,401

前受金 68,426 21,413

その他 8,602 5,699

流動負債合計 415,821 349,256

固定負債

長期借入金 34,040 196,040

固定負債合計 34,040 196,040

負債合計 449,861 545,296

純資産の部

株主資本

資本金 874,251 874,251

資本剰余金

資本準備金 817,890 817,890

資本剰余金 817,890 817,890

利益剰余金

利益準備金 870 870

その他利益剰余金

別途積立金 10,000 10,000

繰越利益剰余金 △337,773 △609,653

利益剰余金 △326,903 △598,783

自己株式 △46,876 △46,876

株主資本合計 1,318,361 1,046,480

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △123 △59

評価・換算差額等合計 △123 △59

新株予約権 13,578 9,554

純資産合計 1,331,816 1,055,976

負債純資産合計 1,781,677 1,601,272
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成23年６月１日
　至 平成24年２月29日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成25年２月28日)

売上高 1,896,812 1,684,820

売上原価 916,471 884,017

売上総利益 980,340 800,803

販売費及び一般管理費

回収費 408,966 448,430

広告宣伝費及び販売促進費 97,430 97,845

役員報酬 62,520 52,773

給料及び手当 106,543 71,890

研究開発費 288,175 174,985

地代家賃 19,303 27,355

支払手数料 23,204 25,538

その他 174,417 157,967

販売費及び一般管理費合計 1,180,560 1,056,788

営業損失（△） △200,220 △255,984

営業外収益

受取利息 186 154

業務受託手数料 540 －

受取手数料 2,207 966

前受金消却益 2,391 31,591

その他 4,030 2,131

営業外収益合計 9,355 34,844

営業外費用

支払利息 4,588 3,256

株式交付費 7,347 －

その他 92 1,660

営業外費用合計 12,028 4,917

経常損失（△） △202,893 △226,057

特別利益

新株予約権戻入益 144 205

特別利益合計 144 205

特別損失

減損損失 ※１
 113,160

※１
 18,033

固定資産除却損 － ※２
 26,276

特別損失合計 113,160 44,310

税引前四半期純損失（△） △315,909 △270,163

法人税、住民税及び事業税 2,025 1,717

法人税等合計 2,025 1,717

四半期純損失（△） △317,934 △271,880
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　
【会計方針の変更等】

当第３四半期累計期間
(自  平成24年６月１日  至  平成25年２月28日)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年６月１日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

該当事項はありません。

　
【注記事項】

(四半期損益計算書関係)

前第３四半期累計期間
(自　平成23年６月１日
至　平成24年２月29日)

当第３四半期累計期間
(自　平成24年６月１日
至　平成25年２月28日)

 

※１　当社は以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。

（減損損失の金額） （単位：千円）

用途 場所 種類 金額

ゲーム運営関連設

備等

東京都　　

　新宿区
ソフトウエア 113,160

合計 113,160
 

当社は、ゲーム運営関連設備等の固定資産につい
ては、コンテンツ又はゲーム毎に一つの資産グルー
プとしております。
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ
るコンテンツ又はゲームに関連する資産について、
各資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額113,160千円を減損損失として特別損
失に計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額により算定し
ており、零として評価しております。

 

 

※１　当社は以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。

（減損損失の金額） （単位：千円）

用途 場所 種類 金額

ゲーム運営関連設

備等

東京都　　

新宿区
ソフトウエア 5,290

ゲーム運営関連設

備等

東京都　　

目黒区
ソフトウエア 12,743

合計 18,033
 

当社は、ゲーム運営関連設備等の固定資産につい
ては、コンテンツ又はゲーム毎に一つの資産グルー
プとしております。
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ
るコンテンツ又はゲームに関連する資産について、
各資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額18,033千円を減損損失として特別損
失に計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額により算定し
ており、零として評価しております。

 

※２　当社は本店移転に伴う固定資産除却損を計上しまし

た。固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物 21,890千円

工具、器具及び備品 4,317千円

ソフトウエア 68千円

計 26,276千円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
　
　

前第３四半期累計期間
(自  平成23年６月１日
至  平成24年２月29日)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年６月１日
至  平成25年２月28日)

減価償却費 49,729千円 44,086千円

　

(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成24年２月29日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、平成23年８月24日を払込期日とする第三者割当増資を実施し、第１四半期会計期間において資

本金が88,265千円、資本準備金が88,264千円増加しました。主にこの要因により第３四半期会計期間末に

おいて資本金が874,251千円、資本剰余金が817,890千円となっております。

　

当第３四半期累計期間(自  平成24年６月１日  至  平成25年２月28日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株主資本の金額は、前事業年度の末日と比較して、著しい変動がありません。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ．前第３四半期累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成24年２月29日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　 　 　 　 　
（単位：千円）

　 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期
損益計算書
計上額
（注）２

　
インタラクティ
ブ事業

コンシューマー
事業

ライツ＆イベン
ト事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 1,746,71459,886 90,2111,896,812 ─ 1,896,812

　
セグメント間の内部売上高又
は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 1,746,71459,886 90,2111,896,812 ─ 1,896,812

セグメント利益又はセグ
メント損失（△）

192,721△77,556△60,124 55,040△255,260△200,220

（注）１.　セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△255,260千円は、主に管理部門に係る人件費および経費

であります。

 ２.　セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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Ⅱ．当第３四半期累計期間(自  平成24年６月１日  至  平成25年２月28日)

当社は単一の報告セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(報告セグメントの変更等に関する事項)　

前事業年度において、当社は「インタラクティブ事業」「コンシューマー事業」「ライツ＆イベント

事業」の３つを報告セグメントとしておりましたが、第１四半期会計期間から単一の報告セグメントに

変更いたしました。

この変更は、第１四半期会計期間に、不採算事業であった「コンシューマー事業」「ライツ＆イベント

事業」を整理縮小し、「インタラクティブ事業」に経営資源を集中させる単一のマネジメント体制に移

行したことによるものです。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成23年６月１日
至  平成24年２月29日)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年６月１日
至  平成25年２月28日)

（１）１株当たり四半期純損失金額（△） △14,872円05銭 △12,503円13銭

（算定の基礎） 　 　

　四半期純損失金額（△）(千円) △317,934 △271,880

　普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

　普通株式に係る四半期純損失金額（△）(千円) △317,934 △271,880

　普通株式の期中平均株式数(株) 21,378 21,745

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─ ─

（算定の基礎） 　 　

　四半期純利益調整額(千円) ─ ─

　普通株式増加数(株) ─ ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業
年度末から重要な変動があったものの概要

─ ─

(注) 前第３四半期累計期間及び当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在しますが、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年４月12日

株式会社　ケイブ

取締役会  御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    入    江    秀    雄    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    唯    根    欣    三    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社ケイブの平成24年６月１日から平成25年５月31日までの第19期事業年度の第３四半期会計期間(平成24

年12月１日から平成25年２月28日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年６月１日から平成25年２月28日ま
で)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビュー
を行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ケイブの平成25年２月28日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて
の重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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